様 式 ３
　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　　年　　月　　日
プロポーザル参加に係る誓約書
（一財）石川県職員互助会理事長　様
　　　　　　　　　　　　　　　所在地
　　　　　　　　　　　　　　　商号又は名称　　　　　　　　　　　　　印
　　　　　　　　　　　　　　　代表者名
担当責任者　所　属
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電　話
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　FAX
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　E‐mail
(一財)石川県職員互助会における食堂委託事業者の募集に参加するにあたり、下記の事項及び提出書類の内容について事実に相違ないことを誓約します。
記
（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しないこと。
（２）最近３年間において、食品衛生法（昭和２２年法律第２３３号）に基づく行政処分を受けていないこと。
（３）事業者又はその従業員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条に規定する暴力団・暴力団員でないこと。
（４）公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又は公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体に属するものでないこと。
（５）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第２条に規定する風俗営業、接待飲食業、性風俗特殊営業及びこれらに類する業を営むものでないこと。
（６）会社更生法(平成１４年法律第１５４号)に基づく更生手続きの申立をした者又は更生手続き開始の申立をされた者並びに、民事再生法(平成１１年法律第２２５号)に基づく再生手続き開始の申立をした者又は再生手続き開始の申立をされた者に該当しない者であること。
（７）食品衛生施行規則第６６条の２の第１項関係別表第１７に定める食品衛生責任者になることができる資格を有する者を配置できること。
（８）調理師免許取得後、職員食堂、レストラン又は給食施設にて３年以上の業務経験のある調理師を常時配置できること。
（９）健康増進法（平成１４年法律第１０３号）第２１条第２項の規定により、特定給食施設に置くように努めなければならないとされている栄養士又は管理栄養士を配置できること。
（10）公租公課の滞納がないこと。　
（11）良質な食事を低廉な価格で円滑かつ安定的に提供する能力があること。
（12）国内に本店、支店、営業所があり、法人として、３年以上の職員食堂、レストラン又は給食施設の業務実績を持ち、安定した経営能力を有すること。
（13）食中毒事故等発生の場合、事業者の責任において即刻対応ができ、かつ相応の補償能力があること。
（14）指名停止の措置を受けている者でないこと。
